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谷
川
議
員

福
浜
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員

第２号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第４号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第５号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第６号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第７号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ 31 2 33 可決 起立

第８号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第９号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ 31 2 33 可決 起立

第１０号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第１１号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第１２号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ 31 2 33 可決 起立

第１３号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ 31 2 33 可決 起立

第１４号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第１５号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ 31 2 33 可決 起立

第１６号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ 31 2 33 可決 起立

第１７号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第１８号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第１９号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ 31 2 33 可決 起立

第２０号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第２１号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第２２号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第２３号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第２４号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 継続審査 起立

第２５号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 継続審査 起立

第２６号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 承認 起立

第２７号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

知
事
提
出

会派自民党

財産の処分（鹿野かちみ園及び鹿野第二かちみ園）について

鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

工事請負契約（国道１７８号（岩美道路）橋梁上部工事（浦富高
架橋）（２工区）（補助））の締結について

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立鳥取砂丘こどもの国）
について

議案等
番　 号

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立福祉人材研修セン
ター）について

平成３０年度鳥取県一般会計補正予算（第４号）

平成３０年度鳥取県営電気事業会計補正予算（第２号）

希望

議決結果

平成３０年９月定例会　議決結果（平成３０年１０月１５日議決分）

表決
方法

表
決
者
数

賛
成
者
数

件　　　　　　名

自由民主党 会派民主

議案に対する賛否

反
対
者
数

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関す
る条例の一部を改正する条例

鳥取県建築基準法施行条例の一部を改正する条例

鳥取県林業試験場手数料等徴収条例の一部を改正する条例

平成３０年度鳥取県一般会計補正予算（第５号）

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立生涯学習センター）に
ついて

公明党 共産党

財産の処分（皆生尚寿苑）について

平成３０年度鳥取県営病院事業会計補正予算（第２号）

鳥取県税条例等の一部を改正する条例

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立鳥取二十世紀梨記念
館）について

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立むきばんだ史跡公
園）について

平成２９年度鳥取県営電気事業会計未処分利益剰余金の処分
及び平成２９年度鳥取県営企業決算の認定について

平成２９年度鳥取県営病院事業決算の認定について

専決処分の承認について（１）平成３０年度鳥取県一般会計補
正予算（第２号）

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立二十一世紀の森）に
ついて

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立とっとり出合いの森）
について

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立とっとり賀露かにっこ
館）について

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立大山青年の家）につ
いて

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立船上山少年自然の
家）について
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会派自民党

議案等
番　 号
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議決結果
表決
方法

表
決
者
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賛
成
者
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件　　　　　　名

自由民主党 会派民主

反
対
者
数

公明党 共産党

第１号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第２号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

第３号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 0 33 可決 起立

委員長
報告

30年-16

西日本豪雨災害に係る対応及び意見書の提出につ
いて

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ 24 9 33 不採択 起立

30年-17

スマートフォンを使用した運転行為の根絶について

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ 24 9 33 不採択 起立

30年-18

すべての国民が個人として尊重される社会の実現を
働きかける意見書の提出について

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ 24 9 33 不採択 起立

30年-19

打吹公園動物舎のカイウサギの怪我と飼育方法につ
いて

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ 24 9 33 不採択 起立

議会の権限に属する事項中、知事において専決処分すべき事
項指定の件の一部改正について

議
員
提
出

第88回国民体育大会及び第33回全国障害者スポーツ大会の招
致に関する決議

委員長報告に対する賛否

平成31年度当初予算等における林野公共事業予算に関する意
見書

 鳥取県として、スマートフォンを使用した運転行為を撲
滅するための対策をとること。 

１ 鳥取県として、鳥取県内のハザードマップによる被害
想定の適切性を改めて評価するなど、その妥当性等を
再点検すること。 

２ 鳥取県として、鳥取市吉成南町における洪水被害に
ついて、予備ポンプの増設など災害に強い町への取組
を進めるとともに、公の営造物の瑕疵による被害として
被災地域への補償・助成を検討すること。 

３ 岡山県倉敷市真備町をはじめとする甚大な被害地域
に対する格別の財政支援、被災者の住居確保等に係る
手当の拡大を求める意見書を、鳥取県議会から国に対
して提出すること。 

 次に掲げる趣旨についての意見書を鳥取県議会から国
に対して提出すること。 
（１）すべての国民は、法の下に平等であって、個人として

尊重されることが必要であり、幸福追求権を有している。
他方、それを阻む要素として、障がい者、性的少数者な
どに対する差別も現に存在する。結婚し子どもを生み
たいと思う人にはそのサポートが適切になされるべきで
あり、また、自己の決定に基づき結婚しない自由もあり、
それは、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要
とすること。 

（２）自由民主党は、個人の尊厳や基本的人権の尊重を
重要な憲法的価値と考え、「性的指向・性自認に関す
る特命委員会」においても、ＬＧＢＴへの理解を促進す
る法律の制定が必要とされていることから、それを積
極的に推進する必要があること。 

（３）障がい、国籍などに係る現存する様々な差別につい
て、その当事者が直面している生きづらさに寄り添い、
その困難を解決するために、行政が力を尽くして、国
民皆が幸福の上に生きられる社会を作ることが、政治
の重要な役割であること。 

１ 打吹公園のカイウサギ飼育状況について、鳥取県動
物の愛護及び管理に関する条例及び動物取扱業者が
遵守すべき動物の管理の方法等の細目に違反してい
ないか、鳥取県の動物愛護担当職員による立入調査を
実施すること。 

２ 鳥取県の動物愛護担当職員から倉吉市等の関係各
所に対して、打吹公園の展示動物の適正飼育や環境
改善に関する指導を行うこと。 
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議案等
番　 号
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議決結果
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表
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件　　　　　　名

自由民主党 会派民主

反
対
者
数

公明党 共産党

30年-21

精神障がい者の交通運賃割引制度について他の障
がい者と同様な適用を求めることについて

趣旨採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ 30 3 33 趣旨採択 起立

30年-22

消費者行政の拡充を求める意見書の提出等につい
て

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ 24 9 33 不採択 起立

30年-23

島根原発３号機に係る原子力規制委員会における審
査申請について

趣旨採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ 30 3 33 趣旨採択 起立

30年-24

日本国憲法の改憲に係る慎重な議論を求める意見
書の提出について

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 × × × × × × × × × ○ ○ × × × ○ 21 12 33 不採択 起立

30年-25

沖縄県による「辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意
志」を尊重するよう日本政府に求める意見書の提出
について

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ 24 9 33 不採択 起立

議決
結果

賛否欄

議案は、「可決」「修正議決」「同意」「承認」「認定」「否決」「継続審査」「撤回承認」等の区分による。
請願陳情は、「採択」「趣旨採択」「一部採択」「一部趣旨採択」「研究留保」「不採択」「審議未了」の区分によ
る。
「趣旨採択」とは、願意が妥当であって、実現の可能性がある程度認められるも、願意どおりに認められない
ものをいう。

【凡例】

※「請願」及び「陳情」は、委員長報告に対して、賛成であれば「○」、反対であれば「×」と記載している。
※議案の内容の詳細については、鳥取県議会ホームページの平成３０年９月定例会の「付議案」及び「請願・陳情の審議結果」をご覧ください。

陳
情

「○」賛成　　「×」反対　　「議」議長　　「副」副議長が議長の職務を代理　　「除」除斥　　「欠」欠席
「－」議場に不在であり、表決しなかった議員

 鳥取県議会から政府に対し、沖縄県による「辺野古沿岸
埋め立て承認撤回の意志」を尊重するよう求める意見書
を提出すること。 

１ 精神障がい者についても、他の障がい者と同様に、鳥
取県内におけるタクシーの運賃を１割引にすること。 

２ 精神障がい者についても、他の障がい者と同様に、鳥
取県内発着の高速路線バス及び定期観光バスの運賃
を半額にすること。 

１ 鳥取県において、消費者相談窓口及び消費者行政の
機能を拡充・強化すること。 

２ 鳥取県において、学校教育の現場における消費者教
育を推進すること。 

３ 地方自治体の消費者相談窓口において迅速かつ適
切に消費者相談をあっせん処理ができるよう、地方消費
生活行政の体制・人員・予算を拡充・強化するための予
算措置を充実させ、日々めまぐるしく変わる消費者問題
に対処できる体制を構築することについて、政府及び国

１ 国に対し、島根原発２号機及び３号機の新設や再稼
働に係る厳格、慎重な審査を今後も求め続けていくこと。 

２ 中国電力に対し、現在出されている島根原発３号機
に係る審査申請について、最新の知見・数値に基づくも
のを提出し、そもそも審査に能う審査申請をするべきこ
とを求めること。 

 日本国憲法の改正に関して、国民的合意の有無を踏ま
えて慎重な議論を求めることについて、鳥取県議会から国
に対して地方自治法第99条に基づく意見書を提出するこ
と。 
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